
「前払金使途内訳明細書」と「前払金払出依頼書」の様式を１枚に統合します

変更前

前払金払出依頼書前払金使途内訳明細書

当社へ提出 預託金融機関へ提出

変更後

前払金払出依頼書（兼 使途内訳明細書）

様 式 変 更１

4

3 1

2

5

※今後の検討により内容が一部変更となる場合があります

書類作成の事務負担を軽減

西日本建設業保証株式会社

お客様に、よりスムーズにお手続いただけるよう、

令和９年５月より、前払金の払出手続を一部変更いたします

【新様式】 前払金払出依頼書 （兼 使途内訳明細書）

当社へ提出  当社の確認後、預託金融機関へ提出

押印を廃止しました

支払先の記載項目を見直しました

※これまでのような前払金額全体の支払予定を
記載いただく必要はありません

   支払先や支払金額が確定した内容について、
都度、前払金払出依頼書（兼使途内訳明細書）
を作成し、当社へご提出ください

払出日欄には、預託金融機関窓口で、
手続を行う日を記載してください

※払出日以降であれば、
いつでも払出手続が可能です

照合番号 当社受付欄は、
当社が確認後に記載します

※ をご利用の場合、
当社の確認後に、④⑤が表示されます

   印刷のうえ、預託金融機関へご提出ください

1

2

3

4

必要な様式を１枚に統合

押印を廃止 記載項目を削減

前払金 の 払出手続前払金 の 払出手続
一部変更 の ご案内一部変更 の ご案内

前払金のご担当者様へ前払金のご担当者様へ 令和９年５月

開 始 予 定

5



前払金を、他行にある自己資金と併せて、支払先へ振込できるようになります

変更前 変更後

前払金振替
条件の変更3

自社支払
口座（IB）

Ｂ銀行

前払金
専用口座

前払金

自社支払
口座（IB）

A銀行

支払先

前払金

自己
資金

西日本建設業保証株式会社

支払先や払出金額を確認する書類（証明資料）の一部を、当社が確認します

【ご注意】
 

    手続変更後も、当社に「支払先を確認できる書類（施行体系図、下請届、請求書等）」を別途ご提出いただく必要があります

払出方法が総合振込の場合、請求書を「支払先を確認できる書類」と「証明資料」の共通書類としてご提出いただくことも可能です

変更前 変更後

書類提出先
の変更2

振込

現金

総合
振込

お客様

振込
依頼書等

金融機関

当 社

請求書・
領収証等

IB振込
予約明細等

or 請求書

New

振込

現金

総合振込

お客様

IB振込
予約明細等

振込
依頼書等

請求書・
領収証等

金融機関

IB=ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

【払出方法】

提 出

金融機関窓口での待ち時間を削減

「総合振込」がより便利に

今回の手続変更により、当社がおすすめする前払金の払出方法「総合振込」の利便性が向上しました

この機会に、総合振込の活用をご検討ください!!

自社支払
口座（IB）

Ｂ銀行

前払金
専用口座

前払金

自社支払
口座（IB）

A銀行

支払先

前払金

自己
資金

当社が書類を事前確認

金融機関窓口での払出手続を円滑化

全ての自社支払口座から振込可能

ＩＢ利用で振込手数料を軽減 金融機関の混雑日を回避

OK！
NG！



電子保証の利用状況

(1)電子保証とは

・

・

(2)電子保証の実績(件数)

※日付け(例：R6.6)は運用開始年月 令和８年５月１日現在

県 県庁所在地 導入市町数 導入率

R6.5

北広島町

R6.10

世羅町

R6.11

江田島市

R7.4

廿日市市

R7.4

大竹市

R7.4

尾道市

R7.4

東広島市

R7.4

熊野町

R7.10

府中町

R8.4

福山市

R8.4

府中市

R8.4

三次市

R8.4

坂町

電子保証とは、従来の「保証証書(書面)」に代わる「電子証書」を、受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組

みです。

電子保証をご利用いただくことで、申込当日に保証証書を受領することが可能になり、さらに発注者へ保証証書を持参する必要が無

くなるため、業務の効率化につながります。

1%

672 76% 541 57%

40 22% 7

299 15% 20

令和7年度

56%

4%

22%

R6.6

広島県
13

市町

(3)電子保証の導入発注者(広島県内地方公共団体)

　利用率(％)=電子保証件数／全保証件数

1,264 37% 793

令和6年度

電子保証件数 利用率 電子保証件数 利用率

228 87% 209 79%

25 35% 16 30%

計

その他

市町

広島県

独立行政法人等

国



電子保証のご案内

令和６年６月1日より 広島県 で運用開始

当社は、令和４年５月９日より、国土交通省発注工事を対象に電子保証のお取り扱いを開始しましたが、

令和６年６月１日より、広島県発注工事においても、電子保証のお取り扱いが可能となりました。

従来の保証証書（書面）における手続きに比べて、「受取から提出にかかる時間の削減」、「書類保管の軽減」

が可能となりますので、是非、電子保証をご利用ください。

２．電子保証の仕組み

１．はじめに

西日本建設業保証株式会社



３．お申込の流れ （STEP1,2）

西日本建設業保証株式会社



３．お申込の流れ （STEP3,4）

西日本建設業保証株式会社



４．Q＆A

〒730-0037 広島市中区中町8番18号（広島クリスタルプラザ8Ｆ） https://www.wjcs.net/

全ての保証証書が電子保証の

対象となりますか。

対象は以下のとおりとなります。

・前払金保証

・中間前払金保証

・契約保証

※契約保証予約は対象外です。

広島県における

電子保証の対象案件を

教えてください。

令和6年6月1日以降の契約締結分が

対象となります。

なお、令和6年5月31日以前の契約締結分も

変更契約を交わすことで対応が可能です。

電子保証を利用するには

どのような手続きが必要ですか。

西日本建設業保証株式会社 広島支店 ℡:082-243-3343

e-Net保証のID登録が必要になります。

すでにID登録がお済みの場合は、新たな

手続きは不要です。



TEL

広島支店 〒730-0037  
広島市中区中町8番18号（広島クリスタルプラザ8Ｆ）

082-243-3378 9:00    17:00
営業時間（平日）

FAX 0120-504-168

e-Net保証とは、インターネットから保証のお申込みができるサービスです

電子保証とは、 従来の「保証証書（書⾯）」に代わる「電⼦証書」を、 受発注者がインターネットを通じて確認することが
できる仕組みです。 電子保証のご利用には、 e-Net保証を利用し、 保証申込みをしていただく必要があります。

（※）

特 徴 ❶ 登録料、 ご利用にかかる手数料は一切不要です。 （通信料はお客様負担となります）

❷ ＩＤ・ パスワードによって、 お客様を認識しますので、 申込毎の押印は不要です。

❸ 当社がおすすめする工事の場合、 申込内容（工事名や発注者名等）の一部をあらかじめ

　 登録していますので、 簡単にお申込みができます。

❹ e-Net保証から前払金保証のお申込みをいたただくと、 お申込み毎に保証料が200円割引となります。

 　※対象は、 前払金額（保証金額）が300万円以上のお申込み

・ 前払金保証
・ 中間前払金保証

・ 契約保証
・ 契約保証予約

使途内訳明細書 ・
払出依頼書の

作成

電子データ
（PDFファイル等）の送付

【資料送付機能】

過去の保証内容の
確認

電子保証※の
利用

保証のお申込み

インターネット保証サービス のご案内

e-Net保証でできること

【ご利⽤時間】 ８：３０〜２４：００

「e-Net 保証」をご利用いただくには 裏面をご覧ください

お 気 軽 に 弊 社 へ お 問 合 わ せ く だ さ い 。

https://www.wjcs.net/

西日本建設業保証 検 索



「e-Net保証」をご利用いただくには

サービスご案内動画

https://www.wjcs.net/enet/https://www.wjcs.net/enet/

操作マニュアル動画

https://www.wjcs.net/enet/mv_manual.phphttps://www.wjcs.net/enet/mv_manual.php

ホームページには 「サービスご案内動画」や
「操作マニュアル動画」をご用意しております。

ぜひご覧ください。

1

2

2 メニュー 「お客様IDをお持ちでない方」をクリック

3 必要事項を記入してお申込み

事前にＩＤ登録が必要です。 当社ホームページの 「申請フォーム」 よりお申込みください。

簡単 3ステップ

動画で見る 「e-Net保証」

1 当社のホームページにアクセスし、
メニュー 「e-Net保証とは」をクリック

https://www.wjcs.net/

西日本建設業保証 検 索

3

「e-Net保証」サービスが分かりやすい
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